
見附市告示第８３号 

見附市起業創業支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

令和８年４月２２日 

見附市長  稲 田  亮 

見附市起業創業支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

見附市起業創業支援事業補助金交付要綱（平成２６年見附市告示第６４号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「設け」の次に「、次に掲げるいずれかに該当し、」を加え、

同号に次のように加える。 

 ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する 

 イ 既に営んでいる事業を継続した状態で、既存事業とは異なる業種の事業

 を開始する 

第２条第２号中「税務署へ開業届が提出されていない」を「事業を開始してい

ない」に改め、同号ただし書中「開業届を提出」を「事業を開始」に改める。 

第３条第１号中「別表の」を「別表１に定める」に改める。 

第４条第２号中「及び備品」を「等」に改める。 

第５条第１項中「補助対象経費の２分の１以内の額とし、５０万円を上限」を

「別表２のとおり」に改める。 

第６条第２項中「開業届を提出」を「事業を開始」に改める。 

第１３条中「状況について」の次に「、見附市起業創業支援事業補助金状況報

告書（別記第１０号様式）により」を加える。 

別表を別表１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表２（第５条関係） 

補助事業の区分 補助率 補助上限額 

起業創業事業 ２分の１以内 ５０万円 



空き店舗活用起業創業事業

（見附市まちなか賑わい事

業支援補助金交付要綱(平成

１９年見附市告示第６１号)

第３条第１号のウに定める

エリア以外で、空き店舗を借

り上げ、又は取得した場所

で、日本標準産業分類（統計

法（平成１９年法律第５３

号）第２条第９項に規定する

統計基準として定められた

もの）の中分類に定める５６

各種商品小売業、５７織物・

衣服・身の回り品小売業、５

８飲食料品小売業、７６飲食

店のいずれかの事業を営む

場合） 

２分の１以内 １００万円 

別記第４号様式および別記第５号様式中「産振」を削る。 

別記第６号様式中「代表者名           」を「代表者名          

印」に改め、「産振」を削る。 

別記第７号様式および別記第８号様式中「産振」を削る。 

別記第９号様式中「産振」を削り、同様式の次に次の１様式を加える。 



 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市起業創業支援事業補助金交

付要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 


